
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年４月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２門第１６４号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２４年１０月１１日 ０７時００分ごろ 

発生場所 福岡県北九州市馬
うま

島北岸沖 

  北九州市所在の馬島港西防波堤灯台から真方位００２°８００ｍ付

近 

（概位 北緯３３°５８.３′ 東経１３０°５１.２′） 

事故等調査の経過  平成２４年１２月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ  押船  大誠
たいせい

丸、１０４トン 

      １３６３８３、株式会社藤進 

Ｂ  バージ  大誠
たいせい

丸、３４４トン 

      なし、株式会社藤進 

 乗組員等に関する情報 Ａ  船長Ａ、四級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ  なし 

Ｂ  左舷ビルジキール曲損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、魚礁設置工事に使用される捨

て石約１,０００㎥を積載したＢ船の船尾凹部にＡ船の船首部を嵌合
かんごう

して押船列（以下「Ａ船押船列」という。）を構成し、馬島北岸沖の

捨て石投入区画（以下「工事区画」という。）に進入した。 

  船長Ａは、工事区画周辺に設置された係船浮標への綱取りを行わせ

るため、Ｂ船に搭載した伝馬船を降ろしてＡ船の乗組員２人を移乗さ

せ、他の乗組員２人をＢ船の船首及び船尾にそれぞれ１人ずつ配置

し、Ａ船押船列の船首を南東に向け、機関を中立として行きあしのな

い状態で係留作業を開始した。 

  Ａ船押船列は、北西の風を右舷船尾方から受けて僅かに東方に圧流

されながら、左舷船尾、左舷船首の順に係留索を繰り出して係船浮標

に取ったのち、右舷船首の係留索を繰り出して陸上に仮設された係留

設備に取ろうとしていたところ、平成２４年１０月１１日０７時００

分ごろＢ船の左舷船底部が工事区画東方の浅瀬に乗り揚げた。 

  Ａ船押船列は、係留作業を終えたのち、潜水調査によりＢ船の損傷

が発見されたが、航行に支障はないため、捨て石の投入作業を実施し

た。 

Ｂ船は、後日、上架して修理された。 



 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力  ３ 

海象：潮汐  高潮時 

  その他の事項   Ｂ船の喫水は、船首約３.５ｍ、船尾約３.７ｍであった。 

  Ａ船押船列は、本事故当時、左舷船首尾及び右舷船尾から各１本の

係留索をそれぞれ係船浮標に取り、右舷船首からの係留索を陸上に仮

設された係留設備に取って４点係留する予定であった。 

  船長Ａは、全ての係留索を取り終えるまでの間に船体が右舷側の陸

岸方向に寄せられ、乗り揚げるかもしれないと思い、沖側の左舷係留

索を先に取ることとした。 

  船長Ａは、工事区画周辺の水深状況を把握していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

Ａ船押船列は、馬島北岸付近の工事区画において、係船浮標及び陸

上係留設備への係留作業中、北西の風に圧流されたことから、Ｂ船の

左舷船底部が工事区画東方の浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船押船列が、馬島北岸付近の工事区画で係留作業中、

北西の風に圧流されたため、Ｂ船の左舷船底部が工事区画東方の浅瀬

に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。  

・狭い海域で係留する場合は、周辺の水深状況などを事前に確認し

た上、風潮流による圧流を考慮した係留方法により係留作業を実

施すること。 

 




